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相楽郡広域事務組合会計年度任用職員の給与等に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、法律又はこれに基づく条例で別に定めるもののほか、地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）の給与、勤務条件その他必要

な事項（以下「給与等」という。）を定めるものとする。 

（職務） 

第２条 任命権者は、新たに任用する会計年度任用職員の職務をその複雑、困難及び責

任の度に基づき、これを別表第１給料表に定める職務の級に分類し、規則で定める基

準に従い、その者の号給を決定するものとする。 

２ 前項に規定する分類の基準となるべき職務の内容は、別表第２級別基準職務表のと

おりとする。 

（勤務時間等） 

第３条 会計年度任用職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成

７年４月制定。以下「勤務時間等条例」という。）第２条から第５条までに規定する勤

務時間（以下「正規の勤務時間」という。）を超えない範囲において、職務に応じて任

命権者が定める。 

２ 任命権者は、会計年度任用職員にその者について定められた週休日又は休日に勤務

を命ずる必要がある場合には、勤務時間等条例第５条及び第９条の規定を準用し、週

休日の振替又は休日の代休日の指定をすることができる。 

３ 所属長は、臨時又は緊急の必要がある場合は、正規の勤務時間以外の時間において

会計年度任用職員に勤務を命ずることができる。 

４ 任命権者は、会計年度任用職員の１日の勤務時間が６時間を超える場合においては、

少なくとも４５分の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。ただし、休

憩時間は、正規の勤務時間に含まないものとする。 

（休暇） 

第４条 会計年度任用職員が取得することができる休暇は、次に掲げるものとし、休暇

に関し必要な事項は、規則で定める。 

（１） 年次有給休暇 

（２） 有給休暇 

（３） 無給休暇 

（４） 介護休暇 
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（５） 介護時間 

（報酬） 

第５条 法第２２条の２第１項第１号に掲げる会計年度任用職員（以下「パートタイム

会計年度任用職員」という。）に対する報酬の額は、月額又は時間額で定めるものとす

る。 

２ 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の１月当たりの報酬の基礎額は、

第２条の規定によりその者に適用される給料月額（以下「基準月額」という。）に、そ

の者について定められた週当たりの勤務時間を３８．７５で除して得た数を乗じて得

た額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り上げて得た額。以下

「基礎報酬月額」という。）とする。 

３ 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の１時間当たりの報酬の基礎

額は、基準月額を１６２．７５で除した額（その額に１０円未満の端数を生じたとき

は、これを切り上げて得た額）とする。 

４ 前３項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員には、相楽郡広域事

務組合職員の給与に関する条例（昭和５６年８月制定。以下「給与条例」という。）第

１条に規定する組合の一般職に属する職員（以下「一般職常勤職員」という。）に支給

される地域手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬を支給する。 

（費用弁償） 

第６条 規則で定める基準を満たすパートタイム会計年度任用職員には、費用弁償とし

て一般職常勤職員に支給される通勤手当に相当する額を支給する。 

（給料等） 

第７条 法第２２条の２第１項第２号に掲げる会計年度任用職員（以下「フルタイム会

計年度任用職員」という。）に対する給料の額は、月額で定めるものとする。 

２ フルタイム会計年度任用職員の１月当たりの給料の額は、基準月額とする。 

３ フルタイム会計年度任用職員には、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当及び休日

勤務手当を一般職常勤職員の例に準じて支給する。 

（期末手当） 

第８条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在

職し、規則で定める基準を満たす会計年度任用職員に対して支給する。 

２ 会計年度任用職員の期末手当の額は、給与条例第１７条第２項の規定を準用するも

のとする。この場合において、期末手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に掲げる額とする。 

（１） パートタイム会計年度任用職員 基準日現在におけるその者の基礎報酬月額
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及びこれに対する第５条第４項に規定する地域手当の相当額の月額の合計額 

（２） フルタイム会計年度任用職員 基準日現在におけるその者の基準月額及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額 

３ 給与条例第１７条の２及び第１７条の３の規定は、会計年度任用職員に準用する。 

（給与等の特例） 

第９条 第２条から前条までの規定にかかわらず、勤務の特殊性等を考慮し任命権者が

特に必要と認める会計年度任用職員の給与等については、一般職常勤職員との均衡及

びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。 

（昇給） 

第１０条 昇給は、規則で定める基準を満たす会計年度任用職員に対し、給与条例第４

条第４項、第５項、第７項及び第８項の規定を準用して行う。この場合において、同

条第５項中「４号給（給料表の適用を受ける職員でその職務の級が５級以上であるも

の及び職務の内容がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、３号給）」

とあるのは、「１号給」と読み替えるものとする。 

（給料等の減額） 

第１１条 月額の給料又は報酬（以下「給料等」という。）を受ける会計年度任用職員が、

正規の勤務時間に勤務しないときは、第４条第１号又は第２号に規定する休暇を受け

る場合を除いて、勤務しない時間について給料等の額を減額する。 

２ 前項の規定により減額する給料等の額は、勤務しない時間数に次条に規定する勤務

１時間当たりの給料等の額を乗じた額とする。 

（勤務１時間当たりの給料等の額） 

第１２条 月額の給料等を受ける会計年度任用職員の勤務１時間当たりの給料等の額は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額に１２を乗じ、その額を１週間の

勤務時間に５２を乗じたものから１年における休日に割り振られた勤務時間を減じた

もので除して得た額とする。 

（１） パートタイム会計年度任用職員 基礎報酬月額及びこれに対する第５条第４

項に規定する地域手当の相当額の月額の合計額 

（２） フルタイム会計年度任用職員 基準月額及びこれに対する地域手当の月額の

合計額 

（支給方法） 

第１３条 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に対する報酬及び第６

条に規定する費用弁償の支給については、当月の１日から末日までの間に係るものを、

翌月の１６日に支給する。 
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２ 前項に定めるもののほか、給与その他の給付の支給方法については、一般職常勤職

員の例に準じる。 

（控除） 

第１４条 会計年度任用職員の給与からの控除については、一般職常勤職員の給与から

の控除の例に準じる。 

（委任） 

第１５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

第２条 会計年度任用職員の募集その他の準備行為は、この条例の施行の日前において

も、行うことができる。 

（相楽郡広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第３条 相楽郡広域事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（昭和５６

年８月制定）の一部を次のように改正する。 

第３条に次の１項を加える。 

４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する第１項の規定の適用

については、同項中「３年をこえない範囲内」とあるのは「法第２２条の２第２項

の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。 

（相楽郡広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 相楽郡広域事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和５６年８月

制定）の一部を次のように改正する。 

第３条を次のとおり改める。 

第３条 減給は、給料及びこれに対する地域手当の合計額（法第２２条の２第１項

第１号に掲げる職員については、報酬の額（相楽郡広域事務組合職員の給与に関

する条例（昭和５６年８月制定）第１３条に規定する時間外勤務手当、第１４条

に規定する休日勤務手当に相当する額を除く。））の１０分の１以下を減ずるもの

とする。 

２ 減給の期間は、１日以上６月以下とする。 

（相楽郡広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する 

条例の一部改正） 

第５条 相楽郡広域事務組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
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条例（昭和５６年８月制定）の一部を次のように改正する。 

第１条中「第２０３条の２第４項」を「第２０３条の２第５項」に改める。 

（相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 相楽郡広域事務組合の職員の給与に関する条例（昭和５６年８月制定）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「（法第５７条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」

という。）」を「（法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職

員」という。）」に改める。 

  

別表第１（第２条関係） 

給   料   表 

      職務 

の級 

号 給 

１級 ２級 

給料月額 給料月額 

 

１ 

円 

１４４，１００ 

円 

１６８，７００ 

２ １４５，２００ １７０，１００ 

３ １４６，４００ １７２，８００ 

４ １４７，５００ １７５，４００ 

５ １４８，６００ １７８，０００ 

６ １４９，７００ １８０，７００ 

７ １５０，８００ １８２，４００ 

８ １５１，９００ １８４，０００ 

９ １５３，０００ １８５，７００ 

１０ １５４，４００ １８７，２００ 

１１ １５５，７００ １８８，９００ 

１２ １５７，０００ １９０，７００ 

１３ １５８，３００ １９２，４００ 

１４ １５９，８００ １９４，０００ 

１５ １６１，３００ １９５，８００ 

１６ １６２，９００ １９７，６００ 

１７ １６４，２００ １９９，４００ 

１８ １６５，７００ ２００，９００ 
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１９ １６７，２００ ２０２，７００ 

２０ １６８，７００ ２０４，５００ 

２１ １７０，１００ ２０６，３００ 

２２ １７２，８００ ２０７，９００ 

２３ １７５，４００ ２０９，７００ 

２４ １７８，０００ ２１１，５００ 

２５ １８０，７００ ２１３，３００ 

２６ １８２，４００ ２１４，７００ 

２７ １８４，０００ ２１６，５００ 

２８ １８５，７００ ２１８，２００ 

２９ １８７，２００ ２２０，０００ 

３０ １８８，９００ ２２１，７００ 

３１ １９０，７００ ２２３，４００ 

３２ １９２，４００ ２２５，０００ 

３３ １９４，０００ ２２６，６００ 

３４ １９５，４００ ２２８，０００ 

３５ １９６，９００ ２２９，７００ 

３６ １９８，４００ ２３１，３００ 

３７ １９９，７００ ２３２，９００ 

３８ ２０１，０００ ２３４，０００ 

３９ 
 

２３５，５００ 

４０ 
 

２３６，９００ 

４１ 
 

２３８，２００ 

４２ 
 

２３９，５００ 

４３ 
 

２４０，７００ 

４４ 
 

２４１，７００ 

４５ 
 

２４２，９００ 

４６ 
 

２４４，２００ 

４７ 
 

２４５，３００ 

４８ 
 

２４６，５００ 

４９ 
 

２４７，８００ 

５０ 
 

２４８，７００ 
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５１ 
 

２５０，１００ 

５２ 
 

２５１，５００ 

５３ 
 

２５２，９００ 

５４ 
 

２５４，３００ 

５５ 
 

２５５，７００ 

５６ 
 

２５７，１００ 

５７ 
 

２５８，４００ 

５８ 
 

２５９，６００ 

５９ 
 

２６０，９００ 

６０ 
 

２６２，３００ 

６１ 
 

２６３，６００ 

６２ 
 

２６４，７００ 

６３ 
 

２６５，８００ 

６４ 
 

２６７，１００ 

６５ 
 

２６８，４００ 

６６ 
 

２６９，４００ 

６７ 
 

２７０，５００ 

６８ 
 

２７１，８００ 

６９ 
 

２７３，１００ 

７０ 
 

２７４，０００ 

７１ 
 

２７５，０００ 

７２ 
 

２７５，９００ 

７３ 
 

２７７，０００ 

７４ 
 

２７８，１００ 

７５ 
 

２７９，１００ 

７６ 
 

２８０，０００ 

７７ 
 

２８１，０００ 

７８ 
 

２８１，５００ 

７９ 
 

２８２，４００ 

８０ 
 

２８３，１００ 

８１ 
 

２８４，０００ 

８２ 
 

２８５，０００ 
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８３ 
 

２８５，８００ 

８４ 
 

２８６，６００ 

８５ 
 

２８７，４００ 

８６ 
 

２８８，２００ 

８７ 
 

２８８，７００ 

８８ 
 

２８９，１００ 

８９ 
 

２８９，６００ 

９０ 
 

２８９，８００ 

９１ 
 

２９０，１００ 

９２ 
 

２９０，３００ 

９３ 
 

２９０，７００ 

９４ 
 

２９０，９００ 

９５ 
 

２９１，１００ 

９６ 
 

２９１，５００ 

９７ 
 

２９１，８００ 

９８ 
 

２９２，１００ 

９９ 
 

２９２，４００ 

１００ 
 

２９２，７００ 

１０１ 
 

２９３，１００ 

１０２ 
 

２９３，４００ 

１０３ 
 

２９３，８００ 

１０４ 
 

２９４，１００ 

１０５ 
 

２９４，５００ 

１０６ 
 

２９４，７００ 

１０７ 
 

２９４，９００ 

１０８ 
 

２９５，２００ 

１０９ 
 

２９５，６００ 

１１０ 
 

２９５，８００ 

１１１ 
 

２９６，１００ 

１１２ 
 

２９６，５００ 

１１３ 
 

２９６，９００ 

１１４ 
 

２９７，１００ 
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１１５ 
 

２９７，４００ 

１１６ 
 

２９７，８００ 

１１７ 
 

２９８，１００ 

１１８ 
 

２９８，３００ 

１１９ 
 

２９８，６００ 

１２０ 
 

２９９，０００ 

１２１ 
 

２９９，３００ 

１２２ 
 

２９９，５００ 

１２３ 
 

２９９，９００ 

１２４ 
 

３００，３００ 

 

別表第２（第２条関係） 

級別基準職務表 

職務の級 基準となる職務 

１級 定型的又は補助的な業務を行う職務 

２級 高度の専門的知識又は技術若しくは経験を必要とする職務 

 


